
-516128
様式第二号の九 (第人条の四の六関係 )

十零萬孫捷所 (第 1面 )
ず汐よ

電話番号 092738-2002

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 12条第10頂の規定に基づき、令和幸 度の産業廃棄物

Y処理計画の実施状況を報告します。

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

各けダ年 ι月 ユι日

大分県知事  広瀬 勝貞 殿

福岡市中央区那の津5丁 目3番 1号

」A北九州ファーム株式会社

代表取締役社長 稗田 直輝

者

所

名

出提

住

氏

」A北九州ファーム株式会社 臼杵農場事 業 場 の 名 称

大分県臼杵市大宇左津留字長小野下山1569番地17事 業 場 の 所 在 地

01 農業事 業 の 種 類

産業廃棄物処理計画における

計   画   期   間 令和
4年4月 1日 ～令和5年 3月 31日

15.00t

15,00t

t'F 出

3500   t

動物の糞 動物の死動物の糞 動物の死

認定熱回収業 以外 の

里 3500   t 15,00t

産 業 廃 棄 の

全 処 理 委 託 量

目標値

尿 体

項 目

産業廃棄物の種類

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目

産業廃棄物の種類
尿 体

認定熱回収業者への

熱回収 を行 う業者への

自 ら熱 回 収 を 行 う

自ら中間処理により減量する

立 処 分 又 は

海 洋投 入 処 分 を行 う

優良認定処理業者への

処 理 委 託  量

再 生 利 用 業 者 へ の

処 理 委 託  量

自ら再 生利 用 を行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

目標値

処 理 委 託

処 理 委 託

産 業 廃 棄 物 の

産 業 廃 棄 物 の

※事務処理欄

(日 本工業規格 A列 4番 )



の (産業廃棄物の種類 :家畜の死体

実績値

8,73t

8,73t

項 目

①排出量

②十①自ら再生利用を

行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑭自ら中F日月処理により減
量した量

③+⑨自ら埋立処分又は
海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への

処理委託量

⑫再生利用業者への処理

委託量

①熱回収認定業者への処
理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

辺のうち烈回収認定

業者への処理委託量

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫ ?、7う七士争宅発

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

⑪

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

8.73t⑩

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

自ら中間処理した後

自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

り減量した量

⑦

後の残さ量

自ら百ヒ接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

した量

④

を行つた量

自ら直接
再生和」用した量

②

排   出  量

廼D       8.73t

有 償 物 量

不要物等発生量

（削

］
酬
）



況の (産業廃棄物の種類 :動物の糞尿

実績値

3481.92t

3481.92t

項 目

①排出量

②+①自ら再生利用を
行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減
量した量

③十⑨自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行つた量

⑩全処理委託量

⑪優良認定処理業者への

処理委託量

∪再生利用業者への処理

委託量

⑬熟回収認定業者への処

理委託量

⑭熱回収認定業者以外の

熱回収を行う業者への処
理委託量

⑭

⑩のうち再生利用
業者への処理委託量

⑫

業者への処理委託量

の

⑬

⑩のうち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行う業者
への処理委託量

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

①

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

直接及び自ら

中間処理した後の

処理委託量

自ら中間処理した後
再生利用した量

③

後の残さ量

⑥

り減量した量

よ

⑦

を行つた量

の

自ら直接埋立処分又は

海洋投入処分した量

③

した量

④

自ら直接
再生利用した量

②3半馴,92t恭

排   出  量

①  3481.92t

有 償 物 量

不要物等発生量

)

（削

Ｎ
剛
）


